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１　東通村教育施策の方針
教育：人の可能性を引き出すこと
　何かを教える、型にはめるのではなく、持っている可能性をその人の力で開かせる、そのためのサポートが教育である。





　一人ひとりがかけがえのない存在であることを尊重し合い、自分のよさや可能性を知り、多様な価値観を認め、相手の立場を思いやり大切にできる豊かな心、大きな視野で社会やものごとをとらえることのできる心のゆとりや社会性を育てます。


　自分のよさや個性、可能性を発揮し、自分を鍛え、夢の実現に向けて多様な選択ができる誰一人取り残すことのない教育を推進します。また、先人から受け継いだ自然・歴史・地域文化を学び、未来の文化を創造できる教育を推進します。
自分開発力
確かな学び
　社会の中で生きていくために必要となる、自ら問題を発見し、試行錯誤しながら、新たな価値を創造していくことができる力や、自ら学び、他者と協働しながら、学んだことを社会で生かすことのできる幅広い学力の確かな形成に努めます。

命と心

　　　






























２　教育委員会の活動状況
（１）会議の開催状況
　　　教育委員会は、教育長他４名の教育委員により、原則毎月１回の定例委員会議を
　　開催し、教育行政に関する諸施策について審議を行っている。
　　　令和６年度の付議案件の内容等については、以下のとおりである。

　（定例委員会）　　　　　　　　　　開催場所：東通村交流センター３階委員会室
	名称
	開　催　日
	案　　　　　　件

	第１回
定例会
	Ｒ６．４．１７（水）
	議案１件　・令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について
報告１件　・令和６年度教育委員会事務局及び給食センター事務分掌について

	第２回
定例会
	Ｒ６．５．２３（木）
	議案３件　・東通村学校評議員の委嘱について　他２件
報告１件　・令和６年度第１回東通村教育委員会学校訪問について

	第３回
定例会
	Ｒ６．６．２５（火）
	議案２件　・令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について　他１件
報告１件　・東通村放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準に関する条例の
一部を改正する条例について

	第４回
定例会
	Ｒ６．７．２６（金）
	報告２件　・令和６年度中学生英語研修事業について　他１件

	第５回
定例会
	Ｒ６．８．２８（水）
	議案１件　・令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について
報告１件　・令和６年度小学生円卓会議について

	第６回
定例会
	Ｒ６．９．２６（木）
	議案１件　・令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について
報告２件　・令和５年度東通村教育委員会の事務点検及び評価に関する報告書に
ついて（一次評価）　他２件

	第７回
定例会
	Ｒ６．１０．２４（木）
	報告２件　・令和５年度東通村教育委員会の事務点検及び評価に関する報告書に
ついて（二次評価）　他１件

	第８回
定例会
	Ｒ６．１１．１２（火）
	議案１件　・令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について
報告１件　・令和６年度中学生英語研修事業について

	第９回
定例会
	Ｒ６．１２．２３（月）
	報告３件　・令和７年度東通村教育委員会当初予算要求について　他２件

	第10回
定例会
	Ｒ７．１．２９（水）
	議案１件　・東通村就学援助費支給事務取扱要綱の一部を改正する要綱について
報告１件　・令和６年度中学生英語研修事業の報告について

	第11回
定例会
	Ｒ７．２．２５（火）
	議案５件　・令和７年度管理職人事承認について　他４件
報告２件　・令和６年東通村教育委員会表彰結果について　他１件

	第12回
定例会
	Ｒ７．３．２６（水）
	議案４件　・令和７年度学校教育方針について　他３件
報告２件　・令和７年度教育委員会当初予算について　他１件





（２）会議以外の活動状況
　　　こども園ひがしどおり、小学校、中学校へ訪問し、意見交換及び授業参観を行っ
た他、各種研修、会議、文化行事、体育行事に出席し、東通村の学校教育及び社会
教育の発展と充実に努めた。

　　ア、学校訪問　　期　日：令和６年　６月２５日（火）第１回目
　　　　　　　　　　　　　　令和６年１１月１２日（火）第２回目
　　
イ、研　　修　・研修名：東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・教育長研修
期　日：令和６年７月１０日（水）～１２日（金）
場　所：山形県山形市
・研修名：下北市町村教育委員会連絡協議会教育長・教育委員及び
事務局職員研修
　　　　　　　　　　期　日：令和６年８月３１日（土）
　　　　　　　　　　場　所：むつ市
　　　　　　　　　　内　容：第１４回日本ジオパーク全国大会下北大会
　
　ウ、総会等　・総会名：青森県市町村教育委員会連絡協議会定時総会・研修会
　　　　　　　　　　期　日：令和６年５月１７日（金）
　　　　　　　　　　場　所：青森県総合学校教育センター
　　　　　　　　　・総会名：下北市町村教育委員会連絡協議会定時総会
　　　　　　　　　　期　日：令和６年５月２４日（金）
　　　　　　　　　　場　所：プラザホテルむつ

　　エ、行事関係
　　　　○こども園ひがしどおり
　　　　　・入園式、公開保育、運動会、音楽発表会、おゆうぎ会、卒園式
　　　　○東通小学校
　　　　　・入学式、運動会、学芸会、卒業式
　　　　○東通中学校
　　　　　・入学式、体育祭、文化祭、卒業式
　○東通村教育委員会
・東通村教育委員会表彰式
　　　　○東通村
　　　　　・東通村消防団定期観閲式
　　　　　・二十歳の集い
　　　　○各種団体
　　　　　・東通村子ども会育成連合会郷土芸能発表会
・東通村郷土芸能保存連合会芸能発表会
　　　　　・東通村連合婦人会芸能発表会・・・・・中止
　　　　　（東通村郷土芸能保存連合会芸能発表会に参加）

３　児童福祉・教育予算の執行に関する状況
　　東通村の教育施策は、美しい自然と郷土に誇りを持ち、多様性を尊重し、健康で、創造性に富み、新しい時代を主体的に切り拓く人づくりを目指すことを基本方針としている。
　　令和６年度の民生費に関する当初予算は、児童福祉費の児童福祉総務費及び保育所費（乳幼児保育・教育委員会分）を合わせ２８５，８１７千円、教育費は９１２，６７０千円で、教育委員会所管の予算総額は１，１９８，４８７千円となり、一般会計当初予算総額８，８２３，０００千円に占める割合は１３．５％となった。
　　歳出決算額では、民生費（乳幼児保育・教育委員会分）２９８，４７３千円、教育費８５７，６７７千円で、教育委員会所管の決算総額は１，１５６，１５０千円となった。
　　この結果、一般会計歳出決算総額９，２５６，７９５千円に占める教育委員会所管の決算割合額は１２．４％となった。
　　令和６年度においても、「村の将来を担う次世代の人材育成」のため、東通村の将来
　を支えていく乳幼児、児童、生徒を中心とした、子育て支援、学力向上など、教育プ
　ランに基づいた施策を実施するための予算執行に努めた。

令和６年度と令和５年度教育委員会関係予算・決算歳出対比一覧表
（単位：千円）
	
	当初予算額
	決　算　額

	
	令和６年度
	令和５年度
	増　減　額
	令和６年度
	令和５年度
	増　減　額

	1.児童福祉総務費
	10,594
	8,813
	1,781
	9,581
	8,528
	1,053

	2.保育所費
	275,223
	268,657
	6,566
	288,892
	271,980
	16,912

	民生費計
	285,817
	277,470
	8,339
	298,473
	280,508
	17,965

	1.教育総務費
	375,862
	323,614
	52,248
	370,012
	307,648
	62,364

	2.小学校費
	169,316
	143,589
	25,727
	144,199
	115,020
	29,179

	3.中学校費
	141,153
	117,516
	23,637
	121,001
	93,798
	27,203

	4.高等学校費
	11,640
	15,240
	△3,600
	6,670
	6,300
	370

	5.幼稚園費
	34,543
	28,235
	6,308
	40,390
	36,447
	3,943

	6.社会教育費
	21,272
	25,790
	△4,518
	21,406
	28,703
	△7,297

	7.保健体育費
	158,884
	118,109
	40,775
	153,999
	116,937
	37,062

	教育費計
	912,670
	772,093
	140,577
	857,677
	704,853
	152,824

	A委員会所管計
	1,198,487
	1,049,563
	148,924
	1,156,150
	985,361
	170,789

	B一般会計総額
	8,823,000
	8,660,000
	163,000
	9,256,795
	8,470,116
	789,979



	令和６年度における割合
・一般会計当初予算額に対する教育委員会所管当初予算額の割合　Ａ／Ｂ　１３．５％
・一般会計決算額に対する教育委員会所管決算額の割合　　　　　Ａ／Ｂ　１２．４％



４　主要な事業の点検・評価
　　令和６年度の教育に関する事務が東通村教育施策の方針に基づき適切に実施され
　ているかを妥当性、有効性、効率性を指標として教育委員会会議において令和７年
　９月２９日に一次評価を実施した。
　　二次評価は、令和７年１０月２１日に東通村教育委員会外部評価委員３名から各
事業について総合的な評価と意見をいただいた。

（１）一次評価の結果、すべての事業が「ほぼ目標どおり」で継続すべきとした。

　　　　【一次評価の基準】　　　　　　　　　【今後の取組みの方向性】
	Ａ
	目標を上回る

	Ｂ
	ほぼ目標どおり

	Ｃ
	目標をやや下回る

	Ｄ
	目標を大きく下回る


　　　　※標記基準：Ａ～Ｄまでの４段階。
	拡充

	継続

	廃止検討

	その他



　（２）二次評価の概要
　　　　東通村教育委員会外部評価委員規程により委嘱した、外部評価委員３名により
　　　各事業シートをもとに、令和７年１０月２１日に二次評価を実施した。
	
	氏　　名
	地　区　名
	備　　考

	東通村教育委員会外部評価委員
	下舘義弘
	古野牛川
	東通村学校評議員

	
	田中隆
	砂 子 又
	東通村学校評議員

	
	二本栁玲子
	小田野沢
	東通村学校評議員



　　　ア　外部評価委員の意見の概要
　　　　　・一次評価の結果については、適正な評価となっている。
　　　　　・個別事業の評価については、それぞれの事業評価シートに二次評価として
　　　　　　記載した。

５　総　括
　　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条
　第１項の規定に基づき、東通村教育委員会において、令和６年度の教育委員会の事務
　管理及び執行状況について、活動状況、予算の執行状況、各事業の点検・評価を取り
　まとめ、東通村教育委員会外部評価委員規程により委嘱した外部評価委員３名により
　点検と評価を行った。
　　その結果、評価した事業は、ほぼ予定どおり達成されており、すべての事業が継続
すべきとの評価をいただいた。東通村教育委員会では、これからの時代に必要な資質・
能力の育成のためにＩＣＴ活用など、「教育の情報化」を図るとともに、社会情勢や財
政状況に応じて、効果的かつ効率的な事業運営に努めるものとする。
６　点検・評価事業一覧及び個別評価シート
　　令和６年度に東通村教育委員会が実施した事業について、地方教育行政の組織及び
運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づき、一次（内部）評価を行い、更に外
部評価委員による二次（外部）評価を実施した。

　　≪点検及び評価事業と総合評価結果一覧≫
	番号
	事　　業　　名
	所　管
	総合評価
	ページ

	１
	東通村費負担教員導入事業
	教育指導課
	Ｂ
	７

	２
	中学生英語研修事業
	〃
	Ｂ
	８

	３
	東通村学習塾運営事業
	〃
	Ｂ
	９

	４
	スクールサポーター等配置事業
	教育総務課・指導課
	Ｂ
	１０

	５
	東通村乳幼児教育支援事業
	教育総務課
	Ｂ
	１１

	６
	学校歯科運営事業
	〃
	Ｂ
	１２

	７
	東通村奨学金貸与事業
	〃
	Ｂ
	１３

	８
	高等学校生徒就学援助事業
	〃
	Ｂ
	１４

























【 評価番号　１ 】
	所管
	教育指導課

	事業名
	東通村費負担教員導入事業

	区分
	■単独事業

	事業の位置付
	■教育環境デザイン

	事業の概要
	
２１世紀の国際的リーダーとして、村をリードする次世代の優秀な人材の輩出」及び「魅力的な教育の村として確立」のために、専科教員や学習指導支援等の教員を補充し、「きめ細やかな指導、わかる楽しい授業、学ぶ楽しさ」を実現し、教育環境の充実を図る。

事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人、千円））
	
	教員・常勤講師数
	給料
	職員手当
	共済費
	旅費
	計

	Ｒ６年度決算
	小学校費
	教諭
	1
	15,033
	9,695
	7,286
	133
	32,147

	
	
	講師
	3
	
	
	
	
	

	
	中学校費
	教諭
	0
	13.787
	7,905
	5,961
	234
	27,887

	
	
	講師
	4
	
	
	
	
	

	
	計
	
	8
	28,820
	17,600
	13,247
	367
	60,024




	予算・決算額
	（単位：千円）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	当初予算額
	５６，２４５
	５６，５２９
	６５，８７５

	決　算　額
	５５，０７０
	５５，４１７
	６０，０２４




	一次評価
	総合評価【Ｂ】

	
	村費負担教員としての自覚をもち、県費負担教員と共に日々の教育活動に熱心に取り組んだ。少人数学習や専科指導等で児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導を行い、学力向上に貢献した。また、特別な支援が必要な児童生徒ともしっかりと関係を築き、学習指導や生活指導にあたった。さらに、校内支援センターを利用する生徒に対し、学習指導や面談を通して、登校意欲が少しでも高まるような働きかけをおこない、通級につなげた。

	今後の取組みの
方向性
	【継続】

	
	学校課題である学力向上や児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導の充実、特別な支援が必要な児童生徒への対応、そしてなかなか減少しない不登校児童生徒への学校生活や学習支援のために、引き続き村費負担教員を配置していく必要がある。

	二次評価
	　村費負担教員の配置により少人数学習が可能となることで、児童生徒の力を引き出し、児童生徒一人ひとりの特性や興味関心に応じた指導をおこなうことができた。また、特別な支援が必要な児童生徒への学習指導や生活指導にも関わることができた。その結果、授業が充実し落ち着いた学校生活にもつながることから、引き続き、東通村費負担教員を配置していただきたい。




【 評価番号　２ 】
	所管
	教育指導課

	事業名
	中学生英語研修事業

	区分
	■単独事業

	事業の位置付
	■教育環境デザイン

	事業の概要
	１．事業内容
　　次代を担う生徒たちが、外国語(英語)によるコミュニケーション能力と国際感覚を培い、国、人種などに関わらず様々な人と積極的、主体的に関わる力を養うことを目的として国内での英語研修事業を実施する。
２．期　　日
　　令和７年１月９日（木）から１月１１日（土）　〔２泊３日〕
３．参加者数
　　中学生　　２０名　　　引　率　　　５名
４．研修先
　　ブリティッシュヒルズ（福島県岩瀬郡天栄村大字多良尾字芝草１－８）
５．参加条件
　　英語検定５級もしくは４級以上取得

	予算・決算額
	（単位：千円）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	当初予算額
	４，０００
	４,０００
	４，０００

	決　算　額
	３，０００
	２,５００
	３，０００




	一次評価
	総合評価【Ｂ】

	
	今年度は参加条件に中学１年生に関しては英語検定５級以上、２，３年生に関しては英語検定４級以上を持っていることとした。外国でホームステイは無理でも、日本の中にあるなら、と勇気を出して挑戦してみようという気持ちで参加した生徒も多い。自分から現地のスタッフに話しかけ、サインをもらうという活動をフリータイムに取り入れたことで、積極的な英会話の実践につながった。研修では、テーブルマナーのレッスンを初めて取り入れ、ナイフとフォークを使った英国式の食事を体験することができたこともよい経験となった。

	今後の取組みの
方向性
	【継続】

	
	生徒達からの振り返りシートから、実際に体験したからこそ得られた充実感と、自分の英語力をもっと上げていきたいという向上心が感じられた。このことからも、今後はレベル別にグループを分け、英語検定３級取得の生徒にはレッスンのレベルを少しずつ上げながら、楽しく英語を学んできたいと考えている。来年度も、多くの人数が参加できることや安全面も考え、国内での英語研修（２泊３日）を検討していく。

	二次評価
	　安全安心な国内の環境で、外国人との交流や異文化を理解することができる充実した研修である。フリータイムの活用の仕方や、レッスン内容を工夫することでよりよい内容の研修事業になると考えられる。
　生徒にとっては、貴重な体験であり、今後、意欲的な英語教育への取組につながることから研修内容等を更に充実させて継続していただきたい。


【 評価番号　３ 】
	所管
	教育指導課

	事業名
	東通村学習塾運営事業

	区分
	■単独事業

	事業の位置付
	■教育環境デザイン

	事業の概要
	　東通村の中学生が将来に期待を持ち、高校進学やその後の進路について希望と広い選択肢
を持てるよう、学力の向上と家庭学習の充実を図るため学習塾を運営する。

１．開 設 日　　　毎週　水曜日　１５時３０分～２０時３０分
　　　　　　　　　　　　金曜日　１８時３０分～２０時３０分
　　　　　　　　　　　　土曜日　１２時３０分～１６時３０分
２．開設場所　　　東通村体育館３階会議室
３．科　　目　　　国語、数学、英語、社会、理科
４．講　　師　　　早稲田進学会（代表　宇野浩次）
５．令和６年度東通村学習塾入塾実績及び進学先
①令和６年度東通村学習塾入塾実績
　　・中学１年生　　　１１名（１学年　４４名の　２５．０％）
　　・中学２年生　　　１７名（２学年　４２名の　４０．５％）
　　・中学３年生　　　　７名（３学年　４６名の　１５．２％）
　　　　　計　　　　　３５名（全生徒１３２名の　２６．５％）
②進学先　　田名部高校２名、大湊高校５名、むつ工業高校１名、東奥学園高校１名

	予算・決算額
	（単位：千円）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	当初予算額
	２，５２６
	２,５２６
	２，５２６

	決　算　額
	２，５０２
	２,５００
	２，４９５




	一次評価
	総合評価【Ｂ】

	
	　前年度よりも利用者が増え、にぎやかな中にも声を掛け合いながら学習に取り組む姿が見
られた。比較的少人数での学習環境であるため、参加生徒の実態に合った指導をおこなうこ
とで、１，２年生は学習の理解度の向上、３年生は定期テスト対策、受検対策につながり、
その効果も見られた。

	今後の取組みの
方向性
	【継続】

	
	家庭の事情でむつ市内の塾に通えない生徒や、村学習塾での学習で効果を感じ、学校での
授業の理解度が上がったりテストの成績や受検の結果に反映されたりしているのを実感して
いる生徒が増えている。また、生徒の実態に合った指導や個別学習をおこなうことで、効果
が出ているため、村学習塾の運営を継続していく。

	二次評価
	　塾生は、学習塾に通ったことで学習内容の理解度が高まり、学校の授業への意欲的な参加
や成績の向上、進路達成（３年生の高校受検）ができている。今後もより多くの中学生が入塾
できるような環境を整え、各塾生の実態に合った指導や個に応じた指導を充実させながら、
塾生が目指す学力の向上と進路達成のために学習塾事業を継続していただきたい。


【 評価番号　４ 】
	所管
	教育指導課・教育総務課

	事業名
	スクールサポーター等配置事業

	区分
	■単独事業

	事業の位置付
	■教育振興

	事業の概要
	○スクールサポーター
　　多動傾向や介助を必要とするなど、特別な配慮を必要とする児童生徒の学校生活の支援
　を行うため、小学校に４名、中学校に１名配置している。
○学校図書館司書
　　平成２７年４月１日施行の改正学校図書館法に伴い、東通村学校図書館司書設置要綱を
　同年１０月に制定し、学校図書館の管理運営、蔵書の管理及び整備、学校図書館の充実を
　図るため、小・中学校に各１名配置している。
○図書貸出冊数　　令和４年度　　小学校　２，５６２冊　　中学校　　　７６５冊
令和５年度　　小学校　２，３３６冊　　中学校　１，３８９冊
令和６年度　　小学校　２，２８９冊　　中学校　１，０４３冊

	予算・決算額
	（単位：千円）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	当初予算額
	７，７１０
	９，０４３
	１２，５３８

	決　算　額
	６，５４２
	７，６６５
	１２，８１５




	一次評価
	総合評価【Ｂ】

	
	□スクールサポーター
　通常学級の中の特別な配慮が必要な児童生徒や特別な支援が必要な児童生徒に対して、的
確な生活支援をすることで、安心して学校生活を送ることができた児童生徒が増えた。
□学校図書館司書
　児童生徒が図書に関心を持つように、新刊図書の紹介や利用しやすい学校図書館の整備を
図り、小学校中学校ともに多くの本が貸出されている。

	今後の取組みの
方向性
	【継続】

	
	□スクールサポーター
　小・中学校において、特別な支援や配慮が必要な子供の数が増えている。児童生徒誰もが
学校生活を安心して過ごすことができるよう引き続き支援を充実させていく必要がある。
□学校図書館司書
　児童生徒の思考力・判断力・表現力を身に付けさせることが教育活動の課題であることか
ら、学校図書館の役割は大きく、図書の整備や紹介のため継続して配置する必要がある。

	二次評価
	□スクールサポーター
　特別な支援が必要な児童生徒が増加傾向にある中で、そのような子供たちが安心して授業に参加し、また学校生活を過ごすことができるよう、継続して配置していただきたい。
□学校図書館司書
　子どもたちの読解力、思考力、表現力などの言語能力を育むために、図書は非常に大切であり、新刊図書の紹介や環境整備など効果的な管理運用のために配置していただきたい。


【 評価番号　５ 】
	所管
	教育総務課

	事業名
	東通村乳幼児教育支援事業

	区分
	■単独事業（「こども園ひがしどおり」運営に関する協定書）

	事業の位置付
	■教育環境デザイン

	事業の概要
	（単位：千円）
	事業区分
	事　業　名
	令和6年度決算
	備考

	
	
	事業費
	負担区分
	

	
	
	
	村補助金
	その他
	

	東通村乳幼児教育支援事業
	障がい児・病児対応保育事業・児童発達障害支援事業
	18,921
	17,260
	1,661
	

	
	少人数制クラス編成事業
	12,763
	12,600
	163
	

	
	大規模施設管理運営適正化事業
	13,407
	12,407
	1,000
	

	
	幼児教育推進事業
	2,520
	2,335
	185
	

	
	施設維持管理支援事業
	21,833
	21,833
	0
	

	
	食育推進事業
	805
	805
	0
	

	
	計
	70,249
	67,240
	3,009
	




	予算・決算額
	（単位：千円）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	当初予算額
	６０，１１０
	６２，４０２
	６９，２４２

	決　算　額
	５８，０００
	６５，２０１
	６７，２４０




	一次評価
	総合評価【Ｂ】

	
	　英語を楽しく絵本やゲーム、歌を通して早期から親しむことで、英語に興味を持ち自然と身につけることができている。身体教室では体力づくりや運動能力の向上ができている。

	今後の取組みの
方向性
	【継続】

	
	心身ともに健全な幼児の助長のために、幼児教育の支援を継続していくことが望ましい。

	二次評価
	　村の乳幼児のほとんどが入園する村内唯一の園であり、独自の乳幼児教育をしていくうえ
でも効果的な事業である。
今後もこども園と連携・協力し乳幼児教育の支援を継続していただきたい。








【 評価番号　６ 】
	所管
	教育総務課

	事業名
	学校歯科運営事業

	区分
	■単独事業

	事業の位置付
	■教育環境デザイン

	事業の概要
	○平成２１年度の東通村の乳幼児及び児童生徒のう歯保有率は、全国及び県と比較して極め
　て高い状況にあったことから、小学校に歯科診療室を併設して、う歯保有率の低減と健康
　指導の充実を図る。

○東通村歯科診療室設置概要
　開設者　　　東通村
　診療者　　　あらまき歯科医院　院長　荒蒔正邦
　開設日　　　平成２１年７月１日～
　診療日　　　火曜日・木曜日　　１３時３０分～１６時３０分

○令和６年度実績
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	診療日数（１２ヶ月当）　　（日）
	５４
	６４
	４５

	受診者延人数　　　　　　　（人）
	２５３
	２５２
	１４２

	診療１回当たり受診者数　　（人）
	４，６８
	３，９３
	３．１５




	予算・決算額
	（単位：千円）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	当初予算額
	７．０７２
	７，０７２
	２０，０３３

	決　算　額
	７，０７２
	７，０７２
	１３，４４８




	一次評価
	総合評価【Ｂ】

	
	令和６年度は歯科診療ユニットの入替等もあり診察日数が減っているが、継続して受診し
ている児童生徒や歯科検診後に新たに受診している児童生徒もあり、学校歯科診療室は学校
に通いながら受診できることから、保護者の負担軽減につながっている。　
今後も幼児期からの検診、治療を心がけて継続していく必要がある。

	今後の取組みの
方向性
	【継続】

	
	今後もこども園、小・中学校での歯科検診時の早期発見、治療につなげられるようあらま
き歯科医院と協力し、幼児児童生徒の歯・口の健康づくりを進めていき、児童生徒及び保護
者に対して情報発信を行い歯科診療室を効果的に利用できるよう取り組んでいく。


	二次評価
	　学校歯科診療室は、児童生徒が学校を欠席、早退しなくても受診でき、保護者の負担軽減
となっている。
　今後も保護者に対して、こどもの歯・口の健康づくりの意識を高めるため、情報発信を行い歯科診療室の利用を啓発し、歯科診療室の運営に努めていただきたい。





【 評価番号　７ 】
	所管
	教育総務課

	事業名
	東通村奨学金貸与事業

	区分
	■単独事業（東通村奨学金貸与条例）

	事業の位置付
	■事務事業

	事業の概要
	１．目的
　　経済的理由により就学困難な者に対して、必要な学費を貸与して就学を援助し、優秀な
　人材を育成することを目的とする。
２．貸与月額
	種　　　　　別
	貸与月額限度額（円）

	高等学校
	２０，０００以内

	高等専門学校、専修学校
	３０，０００以内

	短期大学、大学
	５０，０００以内

	医科、歯科、薬科及び獣医科大学、大学院
	７０，０００以内


３．貸与者数等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	種　　別
	高校
	高専
	短大等
	大学
	大学院
	実数

	H13～R6までの利用者
	11
	3
	34
	112
	6
	166

	R６の新規貸与者数
	1
	－
	1
	4
	－
	6

	R６までの償還済者
	5
	4
	24
	67
	4
	104

	R６現在の貸付者
	1
	－
	4
	15
	－
	20

	R６現在の償還者数
	4
	－
	9
	53
	2
	68




	予算・決算額
	（単位：千円）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	当初予算額
	１１，１６０
	１２，０００
	１１，７６０

	決　算　額
	９，７００
	９，９６０
	１１，４００




	一次評価
	総合評価【Ｂ】

	
	　近年の物価高騰もあり、奨学金の貸与は大学進学等を志している学生や保護者にとって経済的な支援につながっており、村及び社会に貢献する人材を育成するためにも効果的な制度である。

	今後の取組みの
方向性
	【継続】

	
	　進学希望の学生や社会に貢献する人材育成のためにも奨学金制度は欠かせない状況であることや経済的困難により進学を断念することがないよう、引き続き、学生支援等に努める。

	二次評価
	　村の一次産業である漁業、農業等の水揚げ量や、収穫量の減少により収入が減っている状
況や近年の物価高騰により、保護者や進学する学生にとって経済的支援となっている奨学金
貸与は欠かせない制度であり、村及び社会に貢献する人材育成を図る手段として有効である
ため継続していただきたい。
　また、奨学金制度維持のためにも、償還金に未納が生じないよう対策を講じていく必要がある。


【 評価番号　８ 】
	所管
	教育総務課

	事業名
	高等学校生徒就学援助事業

	区分
	■単独事業（東通村高等学校生徒交通費給与条例、東通村高等学校等生徒就学奨励費給与条例）

	事業の位置付
	■事務事業

	事業の概要
	１．通学費補助金
　　むつ市内の高校に在学する生徒に対し、通学費用の全額を補助する。
　　〔令和6年度　　補助者数　　０名　　　補助額　　　　　０千円〕
２．就学奨励費
　　通学費補助金を受けない生徒に対し、月額１０，０００円を支給する。
　　〔令和6年度　　補助者数　５７名　　　支給額　６，６７０千円〕
３．生徒数（令和６年５月１日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人
	
	田名部高校
	大湊高校
	むつ工業高校
	その他公立
	私立高校
	計

	１年
	１２
	２０
	４
	５
	１０
	５１

	２年
	８
	７
	１２
	５
	７
	３９

	３年
	１３
	１２
	１５
	２
	１２
	５４

	計
	３３
	３９
	３１
	１２
	２９
	１４４




	予算・決算額
	（単位：千円）
	
	令和4年度
	令和5年度
	令和6年度

	当初予算額
	５１，１３２
	１５，２４０
	１１，６４０

	決　算　額
	４８，４２６
	６，３００
	６，６７０




	一次評価
	総合評価【B】

	
	　高等学校等生徒交通費支給については、市内の高校へ通学する生徒はスクールバスの利用、高等学校等生徒就学奨励費の支給により対象者はなかった。
高等学校等生徒就学奨励費支給については、教育に係る経済的負担の軽減を図ることができた。　

	今後の取組みの
方向性
	【継続】

	
	　就学奨励費は、保護者の経済的負担の軽減につながっていることや地理的条件等により就学困難な状況を生み出さないために、今後も継続して高等学校等生徒就学奨励費の支給に努める。高等学校等生徒交通費については令和６年度も対象者は無かったが、来年度以降に生徒の路線バス利用も考えられるため、引き続き、継続していく必要がある。

	二次評価
	　高等学校等生徒就学奨励費は、村内に居住する全ての高校生を対象とした就学援助であり、
むつ市外の高校進学への選択肢が増え進学率の向上に繋がっている。
　高等学校等生徒交通費は、令和６年度においては補助対象者がいなかったが、路線バスが
運行している地区の生徒が路線バス利用も考えられるため、今後も継続して支援に努めていただきたい。




７　点検・評価事業以外の事業の実績

○令和６年度実績
	
	事　　業　　名
	根拠
	所　　管
	ページ

	１
	学校給食運営事業
	法令等
	学校給食センター
	１６

	２
	放課後児童健全育成事業
	〃
	教育総務課
	１７

	３
	保育所（広域入所）委託事業
	〃
	〃
	１８

	４
	スポーツ団体活動補助事業
	単　独
	〃
	１９

	５
	園児・児童・生徒標準服援助事業
	〃
	〃
	２０

	６
	東通小・中学校及び高等学校スクールバス運行業務委託事業
	〃
	〃
	２１

	７
	東通村体育館管理運営事業
	〃
	〃
	２２

	８
	教育委員会表彰事業
	〃
	〃
	２３

	９
	ブックスタート推進事業
	〃
	〃
	２４

	１０
	二十歳の集い（成人式）
	〃
	〃
	２５

	１１
	社会教育関係団体活動の支援事業
	〃
	〃
	２６

	１２
	東通村歴史民俗資料館管理運営事業
	〃
	〃
	２７

	１３
	無形民俗文化財（郷土芸能）の保護・育成事業
	〃
	〃
	２８

















（事業実績１）
	所管
	学校給食センター

	事業名
	学校給食運営事業

	区分
	法令等（東通村立学校給食センター設置条例・施行規則）

	実施根拠
	学校給食法第４条

	実施概要
	１．令和６年度提供実績（単位：食／１年）
	内　訳
	給　食　数

	東通小学校
	49,022

	東通中学校
	29,297

	給食センター
	1,697

	計
	80,016



２．給食費（学校給食法第１１条）
　○小学校児童及び職員　300円／１食
　○中学校生徒及び職員　320円／１食

３．令和６年度事業費（決算額）　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	経　　費
	費　　　目
	決算額
	備考

	
	給食賄材料費
	29,299
	

	
	電気料
	10,411
	

	
	上下水道料
	1,192
	

	
	修繕料・医薬材料費
	600
	

	
	消耗品費
	1,098
	

	
	施設清掃・管理・点検業務委託料
	5,607
	

	
	通信費・手数料・保険料・使用料
	1,022
	

	
	工事請負費
	41,030
	

	
	備品購入費
	0
	

	
	給食センター運営委員会委員報酬
	12
	

	
	職員旅費・委員費用弁償
	30
	

	
	職員給料・手当・共済費
	13,825
	

	
	負担金・補償金
	32
	

	
	計
	104,158
	

	財源内訳
	給食費保護者負担金
	14,341
	

	
	電源立地地域
対策交付金
	維持運営
	9,400
	

	
	
	人件費
	22,130
	

	
	
	小　計
	31,530
	

	
	一般財源
	58,287
	

	
	計
	104,158
	







（事業実績２）
	所管
	教育総務課

	事業名
	放課後児童健全育成事業（東通小学校なかよし会）

	区分
	法令等（東通村放課後健全育成事業の設置及び運営基準に関する条例　他）

	実施根拠
	児童福祉法第６条の３の第２項

	実施概要
	
１．目的
　　保護者の労働等により、日中の保育に欠ける児童（小学校１年生から６
　年生まで）に対し、授業終了後に保護者に代わって適切な遊び場所、生活
　場所を提供し、児童の健全育成を図る。

２．利用実績
　○令和６年度利用登録数　　　　　　　　６８名
　○令和６年度利用数（１日当たり）　　　２８名
　○令和６年度開設日数　　　　　　　　２９０日

３．令和６年度事業費（決算額）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	
	費　目
	決算額
	備　考

	経　　費
	報酬
	6,961
	6名配置

	
	旅費
	648
	普通旅費、研修旅費

	
	需用費
	195
	消耗品費

	
	役務費
	175
	電話料、総合保険料

	
	計
	7,979
	

	財源内訳
	国県補助金
	3,494
	

	
	保護者負担金
	100
	総合保険料負担金

	
	一般財源
	4,385
	

	
	計
	7,979
	















（事業実績３）
	所管
	教育総務課

	事業名
	保育所（広域入所）委託事業

	区分
	法令等（国庫補助事業）

	実施根拠
	児童福祉法第５６条の６第１項

	実施概要
	
１．目的
　　就労等のため、保護者に代わって保育に欠ける小学校入学前の児童及び
　幼児を村外の保育所（園）で保育することを目的とする。

２．広域保育所利用者数
（単位：人）
	年度
	利用者数
	計

	
	むつ市
	県内
	

	Ｒ６
	３
	０
	３

	Ｒ５
	３
	０
	３

	Ｒ４
	５
	０
	５

	Ｒ３
	８
	３
	１１










３．令和６年度事業費（決算額）
（単位：千円）
	年度
	広域入所委託料

	
	国
	県
	保護者負担
	一般財源
	計

	Ｒ６
	1,927
	759
	0
	1,238
	3,924

	Ｒ５
	1,484
	647
	0
	959
	3,090

	Ｒ４
	3,871
	1,392
	0
	2,378
	7,941

	Ｒ３
	5,039
	1,838
	0
	3,519
	10,396





















（事業実績４）
	所管
	教育総務課

	事業名
	スポーツ団体活動補助事業

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	東通村教育委員会補助金交付要綱

	実施概要
	１．目的
社会体育の振興及び村民の親睦と健康・体力の増進を図ることを目的とし、各種スポーツ団体が円滑な事業運営が実施できるよう補助金を交付する。
２．事業の実績
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	補助対象事業
	補助金交付団体
	補助金額

	スポーツ団体活動の
事業運営に要する経費について補助金を交付する。
	県民駅伝競走大会東通村実行委員会
	1,500

	
	村スポーツ協会
	1,250

	
	村スポーツフェスティバル実行委員会
	254

	
	スポーツ大会派遣助成金（青森県民体育大会他）
	939

	
	計
	3,943



























（事業実績５）
	所管
	教育総務課

	事業名
	園児・児童・生徒標準服援助事業

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	こども園：こども園ひがしどおり運営に関する協定書
小学校：東通村立東通小学校標準服貸与規程
中学校：東通村立東通中学校指定学生服等扶助要綱

	実施概要
	
１．目的
　　東通学園としての連帯感を高めるため、学園の誇りと自信を持たせ、勉
　学に励めるよう指定した標準服を着用する。

２．導入年度
　○こども園ひがどおり　　　平成２４年度
　○東通小学校　　　　　　　平成２０年度
　○東通中学校　　　　　　　平成２１年度

３．着用のための支援方法
　○こども園ひがしどおり
　　　こども園が購入（村補助）し、園児へ貸与する。
　○東通小学校
　　　村が購入し、児童へ貸与する。
　○東通中学校
　　　初回のみ購入額の半額を村が補助する。

４．令和６年度事業費（決算額）
	
	数　量　（着）
	決算額
	費目

	小学校
	ブレザー　　　９着
スラックス　１０枚
スカート　　　４枚
	386
	備品購入費

	中学校
	新入生　４０名、在校生　２名
転入生　　１名
	625
	扶助費

	計
	
	1,011
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）







（事業実績６）
	所管
	教育総務課

	事業名
	東通小・中学校及び高等学校スクールバス運行業務委託事業

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	東通村総合教育プラン「教育環境デザインひがしどおり２１」

	実施概要
	
１．目的
　　小学校と中学校それぞれ１校統合によって、徒歩での通学が困難な地区
があり、児童生徒の安全を確保するためスクールバスの運行を行う。
　また、令和５年度より北通りの路線バス廃止に伴い、むつ市内の高校へ
　通学する生徒のためスクールバスの運行を行う。

２．令和６年度事業の実績
　○運行台数
	
	小学校・中学校及び
高等学校運行
	備　　考

	下北交通（株）
	７
	

	(株)尻屋観光
	５
	

	計
	１２
	



３．令和６年度事業費（決算額）　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	事　業　者
	年間委託料
	備　　考

	下北交通(株)
	127,142
	

	尻屋観光㈱
	87,896
	

	計
	215,038
	

	財源内訳
	電源立地対策交付金
	195,500
	

	
	一般財源
	19,538
	

	
	計
	215,038
	















（事業実績７）
	所管
	教育総務課

	事業名
	東通村体育館管理運営事業

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	東通村体育館条例、東通村体育館管理規則

	実施概要
	
１．目的
　　村民の体育の振興とレクリエーションその他健康で文化的な行事等の用
　に供するため体育館を設置し、その管理運営に努める。

２．利用実績
	
	Ｒ３
	Ｒ４
	Ｒ５
	Ｒ６

	利用回数　　　　　　（回）
	230
	364
	556
	633

	延べ利用者数　　　　（人）
	7,053
	11,463
	18,318
	14,831



３．令和６年度施設管理運営事業費（決算額）　　（単位：千円）
	事業費
	
	決算額
	備　　考

	
	給料
	任用職員給料
	4,262
	

	
	需用費
	消耗品費
	138
	

	
	
	燃料費
	724
	

	
	
	電気料
	6,683
	

	
	
	上下水道料
	79
	

	
	
	修繕料
	2,787
	

	
	
	医薬材料費
	2
	

	
	
	備品購入費
	1,212
	

	
	
	計
	11,625
	

	
	役務費
	745
	電話、手数料、保険料

	
	委託料
	6,600
	保守・点検委託

	
	使用料及び賃借料
	17
	テレビ受信料

	
	計
	23,249
	

	財源内訳
	電源立地地域
等対策交付金
	施設維持運営費
	5,200
	光熱水費

	
	
	人　件　費
	4,700
	任用職員賃金

	
	
	小　　　計
	9,900
	

	
	一般財源
	13,349
	

	
	計
	23,249
	








（事業実績８）
	所管
	教育総務課

	事業名
	教育委員会表彰事業

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	東通村教育委員会表彰規則

	実施概要
	
１．目的
　　東通村教育の振興・発展に功績のあった個人及び団体を表彰する。
２．令和６年度表彰の種類と事業費
	決算額（報償費）
	１２４千円

	表彰の種類
	内　　　容
	顕彰実績

	
	
	個人
	団体

	教育文化功労賞
	県大会規模以上の展覧会等において、優れた評価を受けた児童・生徒及び文化団体を通算5年以上指導した実績があり、その功績が顕著な指導者
	－
	－

	
	満年齢60歳以上で、30年以上にわたり村の社会教育活動の発展に貢献した者
	－
	－

	
	満年齢60歳以上で、30年以上にわたり村の伝統文化の伝承の普及に貢献した者
	－
	－

	教育文化賞
	全国大会規模以上の展覧会等において、優れた評価を受けた個人及び団体
	１
	－

	教育文化優秀賞
	東北大会規模以上の展覧会等において、優れた評価を受けた個人及び団体
	－
	－

	教育文化奨励賞
	県大会規模以上の展覧会等において、優れた評価を受けた個人及び団体
	５
	－

	教育スポーツ功労賞
	県大会規模以上のスポーツ大会等において、優れた評価を受けた児童・生徒及びスポーツ団体を通算5年以上指導した実績があり、その功績が顕著な指導者
	－
	－

	
	満年齢60歳以上で、30年以上にわたり村の社会体育活動の発展に貢献した者
	－
	－

	
	満年齢60歳以上で、30年以上にわたり村のスポーツ競技の普及に貢献した者
	－
	－

	教育スポーツ賞
	全国大会規模以上のスポーツ大会等において、優れた評価を受けた個人及び団体
	－
	－

	教育スポーツ優秀賞
	東北大会規模以上のスポーツ大会等において、優れた評価を受けた個人及び団体
	－
	－

	教育スポーツ奨励賞
	県大会規模以上のスポーツ大会等において、優れた評価を受けた個人及び団体
	４
	１

	計
	１０
	１





（事業実績９）
	所管
	教育総務課

	事業名
	ブックスタート推進事業

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	東通村総合教育プラン「教育環境デザインひがしどおり２１」

	実施概要
	
１．目的
　　　ブックスタートは、親子による読書への関心を高めることを目的に、
　　乳児、１歳６ヶ月、３歳６ヶ月の健診後に、ボランティアサークル（め
　　んこちゃん）が青森県教育委員会発行の「絵本でゆたかな親子の時間」
　　の読み聞かせを実施している。また、乳児に２冊、１歳６ヶ月児及び３
　　歳６ヶ月児に１冊の絵本をプレゼントする事業である。
　　　未健診児には、保健師が家庭訪問し絵本を提供している。

２．事業期間
　　令和６年４月から令和７年３月まで

３．事業費
　　絵本等購入費　１６０千円（絵本購入冊数　８８冊）

４．令和６年度事業実績
　〔乳幼児検診児〕
	対象乳幼児
	読み聞かせ月日
	対象乳幼児数
（延人数）

	乳児・１歳６ヶ月
	4/24
	7/17
	10/24
	1/22
	3/5
	31

	３歳６ヶ月
	5/29
	8/28
	11/29
	2/20
	
	30

	計
	61
















（事業実績１０）
	所管
	教育総務課

	事業名
	二十歳の集い（成人式）

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第178号）第２条

	実施概要
	
１．目的
　　　大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます
　　ことを趣旨として開催。

２．内容
　　・村長から新成人を激励する言葉をはじめ、誓いの言葉、記念品贈呈。
　　・二十歳の集い終了後に、恩師や友人と写真撮影。
　　・新型コロナウイルス感染症の感染防止策等を講じて実施。

３．令和６年度対象者及び参加者並びに事業費（決算額）
	
	会場
	対象者数
	式典参加者数
	参加率
(％)
	決算額
(千円)

	
	
	男
	女
	計
	男
	女
	計
	
	

	R７.1.13
	東通中
	31
	20
	51
	19
	13
	32
	63
	454

	R６.1.8
	東通中
	30
	24
	54
	18
	17
	35
	65
	488

	R５.1.9
	東通中
	37
	30
	67
	10
	15
	25
	37
	1,135

	R４.1.10
	東通中
	35
	29
	64
	19
	12
	31
	48
	871

	R３.1.9
	東通中
	39
	38
	77
	14
	11
	25
	32
	372

	R２.1.13
	東通中
	30
	33
	63
	26
	13
	39
	62
	300

	H31.1.14
	東通中
	31
	31
	62
	23
	27
	50
	80
	278

	H30.1.8
	東通小
	33
	35
	68
	19
	26
	45
	66
	314
















（事業実績１１）
	所管
	教育総務課

	事業名
	社会教育関係団体活動の支援事業

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	法令等（社会教育法第５条）

	実施概要
	
１．目的

　○東通村連合婦人会：各婦人会の相互の連携と会員の資質向上を図る。
　○東通村子ども会育成連合会：各子ども会の相互の連携と指導者の養成確　　
保に努める。
　○東通村連合ＰＴＡ：小学校と中学校相互の連携を図るためのＰＴＡ活動を実施。

２．事業の実績
　　　団体への助成
　　　○東通村連合婦人会運営費助成　　　９０千円
　　　○東通村子ども会育成連合会助成　　９０千円
　　　○東通村連合ＰＴＡ運営費助成　　　９０千円

３．事業内容
　　　○東通村連合婦人会
　　　　・令和６年　４月　　定例総会
　　　　・令和７年　１月　　東通村郷土芸能保存連合会の発表会に参加
　　　○東通村子ども会育成連合会
　　　　・令和６年　５月　　定例総会
　　　　・令和６年１１月　　郷土芸能発表会（東通村体育館）
　　　○東通村連合ＰＴＡ
　　　　・令和６年　４月　　定例総会
　　　　・令和６年７月～８月　　夏休み期間中に各地区で巡回指導
　　　　・小・中学校の各種行事に参加














（事業実績１２）
	所管
	教育総務課

	事業名
	東通村歴史民俗館管理運営事業

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	東通村歴史民俗資料館設置条例
東通村歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則

	実施概要
	
１．目的
　　東通村の文化財等を収集及び保管し、並びに村民に公開し文化の向上に資するため資料館を設置し、その管理運営に努める。

２．利用実績
	
	Ｒ２
	Ｒ３
	Ｒ４
	Ｒ５
	Ｒ６

	来館者数　　（人）
	155
	163
	231
	244
	267

	うち学校関係（人）
	115
	102
	115
	160
	153



３．令和６年度施設管理運営事業費（決算額）　　（単位：千円）
	事業費
	
	決算額
	備　　考

	
	需用費
	消耗品費
	85
	

	
	
	燃料費
	35
	

	
	
	電気料
	1,006
	

	
	
	上下水道料
	30
	

	
	
	修繕料
	97
	

	
	
	医薬材料費
	2
	

	
	
	計
	1,255
	

	
	役務費


	通信運搬費
	42
	電話料

	
	
	保険料
	128
	建物共済

	
	
	計
	170
	

	
	委託料



	機械警備
	726
	保守・点検委託

	
	
	し尿浄化槽
	97
	保守・点検委託

	
	
	消防設備
	105
	保守・点検委託

	
	
	計
	928
	

	
	合　計
	2,353
	

	財源内訳
	電源立地地域
等対策交付金
	施設維持運営費
	500
	電気代

	
	一般財源
	1,853
	

	
	合　計
	2,353
	






（事業実績１３）
	所管
	教育総務課

	事業名
	無形民俗文化財（郷土芸能）の保護・育成事業

	区分
	村単独事業

	実施根拠
	東通村教育委員会補助金交付要綱

	実施概要
	
１．目的
　　国指定及び県指定無形民俗文化財並びに村郷土芸能の保存伝承に努める。
郷土芸能の伝承団体相互の交流及び伝承活動の活性化を支援する。


２．事業の実績
　　東通村郷土芸能保存連合会への補助
　　○東通村郷土芸能保存連合会運営費補助　　　　　２１０千円




３．事業内容
　　令和６年　７月　第１回理事会（むつ市　ホテルニューグリーン）
１１月　第２回理事会（むつ市　むつグリーンホテル）
令和７年　１月　第５６回東通村郷土芸能発表会（東通村体育館）
　　　　　２月　令和６年度通常総会（東通村　老部ふるさと館）
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